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1　はじめに

　スマートフォンの普及によって誰でも簡単にソーシャルネットワーキングサービス（以
下では，「SNS」）により情報を発信したり，収集することが可能になった。個人のコミュ
ニケーションとマス・コミュニケーションという区別はかつてのように明確ではなくなり
つつある。そうしたなかで，SNS で投稿されるヘイトスピーチによるモラルの粗暴化，
いわゆるフェイクニュースによる世論操作，そして「フィルターバブル」による公共圏の
断片化などが問題になっている 1。このような状況は，日本に限らず多くの国に共通して
おり，各国の対策に加えて，グローバルな取組みも必要になっている。
　本稿は，こうした問題状況のうち SNS によって投稿されるヘイトスピーチに焦点をあ
てて，刑法により過激なヘイトスピーチを禁止しているドイツの近時の取組みを明らかに
してみたい。というのも，ドイツでは，2017 年，世界に先駆けて SNS 事業者に違法な投
稿の削除を義務づける「SNS における法執行を改善するための法律」（以下では，「SNS
対策法」という）2 が制定されたからである。立法時，国際的にも注目を集めた SNS 対策
法は，2021 年，「極右主義思想及びヘイトクライムの撲滅のための法律」（以下では，「ヘ
イトクライム法」という）3 と「SNS 対策法を改正するための法律」（以下では，「SNS 対
策法改正法」という）4 によって改正された（以下では，これら 2 つの法律による改正をま
とめて「2021 年改正」という）。ヘイトクライム法により，SNS 事業者に違法なヘイトス
ピーチや殺人脅迫などの投稿について，連邦刑事庁に報告することと，投稿の内容や発信
者の IP アドレスを提供することが義務づけられた。SNS 対策法改正法により，利用者の
SNS 事業者に対する権利が強化されるとともに，権利侵害の場合の発信者情報開示手続
が簡素化されるなどした。
　以下では，2017 年に制定された SNS 対策法について概説したうえで，2018 年からの運
用状況や，2021 年改正で追加された対策を明らかにしてみたい。

2　SNS 対策法の概要

（1）立法の経緯
　SNS 対策法は，SNS 事業者に違法投稿削除義務，その義務を果たすための苦情対応手
続整備義務，苦情対応状況についての報告義務などを課すとともに，これらの義務に対す
る違反に秩序違反として過料を科す。連邦司法庁（Bundesamt für Justiz）が過料につい

ドイツ SNS対策法の
2021 年改正



2

メディア・コミュニケーション　No.72 2022

て決定を下す。SNS 対策法は，その主たるターゲットがフェイスブックであるため，報
道では「フェイスブック法」と呼ばれることもある。
　このような対策が講じられたのは，過激なヘイトスピーチや名誉毀損など刑法で禁止さ
れた表現が SNS で投稿されながら，削除されずにそのまま掲載されていることが問題視
されたためである 5。ドイツでは，1961 年から過激なヘイトスピーチが刑法の民衆扇動罪

（刑法 130 条 1 項，2 項）として処罰の対象になっている 6。民衆扇動罪は，特定の集団や
住民の一部に対して，公共の平穏を乱すのに適した態様で憎悪をかき立てることを禁止し
ている。また，1994 年の刑法改正により，いわゆる「アウシュヴィッツの嘘」も禁止の
対象となり（刑法 130 条 3 項），2005 年の刑法改正により，ナチスの暴力的支配及び恣意
的支配の賛美や矮小化も禁止されている（刑法 130 条 4 項）7。ドイツの法制度には「ヘイ
トスピーチ」という概念定義は存在しないが，ドイツのヘイトスピーチ対策を論ずる場
合，刑法 130 条による表現規制がとくに重要になる 8。
　ところが，アメリカや日本の法制度にはこうした表現規制が存在しないこともあって
か，アメリカに本社のある SNS 事業者，とりわけフェイスブックの違法な内容の投稿に
ついての取組みは，ドイツ政府からみて満足のいくものではなかった。なかでも問題視さ
れたのが民衆扇動罪だった。SNS 対策法は，2017 年 3 月に司法省で参事官草案9 が作成
され，4 月には連邦政府案10 が閣議決定された。連邦議会の審議を速やかに進めるため，
5 月，連邦政府案と同じ内容の連立与党案 11 が連邦議会に提出され，審議による修正 12 を
経て，同年 6 月末に連邦議会で可決された（同年 9 月 1 日公布，同年 10 月 1 日施行）13。
なお，経過規定により，SNS 事業者の苦情対応手続は，遅くとも 2018 年 1 月 1 日までに
導入されなければならないと定められ，この日から本格的な運用が始まった。
　2017 年の SNS 対策法は，適用領域（1 条），報告義務（2 条），違法な内容についての
苦情対応（3 条），過料規定（4 条），国内送達受取人（5 条），経過規定（6 条）からなっ
ていた。2021 年の改正で，SNS 対策法に 3a 条～ 3f 条，4a 条が追加された。なお，SNS
対策法の制定時にテレメディア法が改正され，匿名による違法な人格権侵害の場合の発信
者情報開示制度が導入された（14 条，15 条）14。

（2）SNS対策法の概要
ａ）適用対象となるSNS事業者
　SNS 対策法が適用されるのは，利用者に任意の内容の情報を他の利用者と交換するこ
と及び公表することを可能にするプラットフォームをインターネットにおいて，収益を得
ることを目的に運営している SNS 事業者（テレメディア事業者）である（1 条 1 項 1 文）。
事業者自らが責任を負う，ジャーナリズム的に編集された内容を提供するプラットフォー
ムは，この法律における SNS ではない（1 条 1 項 2 文）。また，国内の登録された利用者
が 200 万人未満の SNS 事業者は，2 条及び 3 条の義務を免除される（1 条 2 項）。
ｂ）削除対象となる「違法な内容」
　SNS 事業者が苦情を受けて削除又はアクセス制限（以下では，「削除又はアクセス制限」
をたんに「削除」という）しなければならない「違法な内容」（rechtswidrige Inhalte）
は，2017 年 の SNS 対 策 法 で は， 刑 法 86 条，86a 条，89a 条，91 条，100a 条，111 条，
126 条，129 条から 129b 条，130 条，131 条，140 条，166 条，184b 条，184d 条，185 条
から 187 条，201a 条，241 条又は 269 条の「構成要件をみたし，かつ，正当化されない内
容」とされた（1 条 3 項）15。なお，2021 年，ヘイトクライム法による改正でここに 189
条が追加された。また，184d 条は刑法改正で 2021 年 1 月 1 日に削除された（その規定内
容は 184b 条に移された）。これに伴い，SNS 対策法 1 条 3 項からも 184d 条は削除された。
　この規定に列挙された「違法な内容」のうち主たるものは，違憲な組織（例えば，ナチ
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ス）の標章の頒布・公然使用等（86a 条），国家反逆的な事実の歪曲（100a 条），犯罪の扇
動（111 条），公共の平穏を乱すヘイトスピーチ，「アウシュヴィッツの噓」，ナチスの暴
力的支配の賛美や矮小化（130 条），児童ポルノの所持・頒布等（184b 条），名誉毀損的
表現（185 条から 187 条）などである。
　なお，SNS 対策法は，フェイクニュース規制法として国際的に注目を集めたが，SNS
事業者が削除しなければならない虚偽情報は，刑法が従来から犯罪として禁止してきた虚
偽情報の場合に限定されている。SNS 対策法にフェイクニュース規制法としての側面が
あるとしても，単に虚偽だというだけで削除対象になるわけではない。
ｃ）報告義務
　SNS 対策法によれば，暦年において違法な内容に関して 100 件以上の苦情を受け付け
た SNS 事業者は，違法な内容についての苦情にどのように対応したかについての報告書
を，半年ごとに作成し，公表しなければならない。公表は，官報の電子版及び自己のホー
ムページを通じて行われる。報告書は，半年の期間が終了してから 1 か月以内に公表され
なければならない（2 条 1 項 1 文）。ホームページに掲載される報告書は，簡単に認識で
き，直接かつ常にアクセスできるように掲載されなければならない（同項 2 文）。
　2017 年の SNS 対策法では，SNS 事業者が作成する報告書に少なくとも 9 つの項目が記
載されなければならないとされていた（2 条 2 項）。2021 年の SNS 対策法改正法は，報告
書に記載すべき項目を 9 つから 17 に拡大した（本文後述，3（3）b）⑤参照）。
ｄ）苦情対応手続整備義務
　SNS 事業者は，3 条 1 項によれば，「違法な内容についての苦情に対応するため，2 項
及び 3 項に従い，実効的かつ透明性のある手続を整備しなければならない」（1 文）。さら
に，「利用者が違法な内容についての苦情を伝えるため，簡単に認識可能で，直接にアク
セス可能で，かつ常に利用可能な手続を利用できるようにしなければならない」（2 文）。
なお，2021 年の SNS 対策法改正法は，苦情対応手続がより利用者フレンドリーになるよ
う，この規定に「簡単に操作可能」などの文言を追加した（本文後述，3（3）b）④参
照）。
　3 条 2 項において苦情対応手続に要求されるのは，① SNS 事業者が遅滞なく苦情を知
覚し，苦情を申し立てられた投稿の内容が違法なものか，削除の必要があるか否かを審査
すること，②明らかに違法な内容は苦情が申し立てられてから 24 時間以内に削除の措置
がとられること（ただし，SNS 事業者が刑事当局と長期間削除しないと合意している場
合は別扱いとなる），③すべての違法な内容は苦情が申し立てられてから，原則として 1
週間以内に，削除の措置がとられること，④削除の措置をとった場合，証拠として当該投
稿の内容を確保し，そのために 10 週間保存すること，⑤苦情申立人及び利用者にすべて
の判断について遅滞なく情報提供し，その理由を示すことである。
　なお，③の要求について，連立与党案では，違法な内容は例外なく 1 週間以内に削除す
ることになっていた。しかし，連邦議会における修正により，すべての違法な内容は，

「原則として」遅滞なく削除の措置がとられるが，例外的に 1 週間を超えて期限を延ばす
ことができる場合が規定された（3 条 2 項 3 号）。それは，「内容の違法性が，事実主張の
不正確さ又は明らかに他の実際の情況に依存している場合である。この場合，SNS 事業
者は決定を下す前に，利用者に苦情について意見を表明する機会を与えることができる」。
　同じく例外とされるのは，SNS 事業者が，違法性についての判断を，苦情を受け付け
てから 1 週間以内に，認証を受けた「規制された自主規制機関」に委ね，その機関の判断
に従う場合である。ここで「規制された自主規制」とは，法規制により SNS 事業者の自
主規制を促す手法である。ドイツでは，青少年メディア保護州際協定 19 条が，インター
ネット上の青少年に有害な表現を規制するためにこの手法を採用しており 16，SNS 対策法
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もこの手法を採用することになった 17。
　連邦議会で加えられた修正により，ある機関がこの法律の意味における規制された自主
規制機関として認証されるための要件も追加された（3 条 6 項）。それは，①違法性を審
査する者の独立性と専門性が保障されていること，②適切な設備及び 1 週間以内の迅速な
審査が確保されていること，③審査の範囲と手続及び加入している SNS 事業者の移送義
務について規律する手続規定が存在し，決定についての審査の可能性が定められているこ
と，④苦情受付窓口が設けられていること，⑤その機関が複数の SNS 事業者によって運
営されており，その他の SNS 事業者に加入の機会が設けられていることである。認証は
連邦司法庁が担当する（3 条 7 項）。
　SNS 対策法の運用は 2018 年に始まったが，2020 年 1 月，インターネット上の有害表現
からの青少年保護について自主規制を行ってきた「マルチメディア・サービス事業者自主
規制機関」（FSM: Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter）が認証を受け，
同年 3 月から加盟事業者のために違法性判断を行うようになった 18。
　SNS 事業者の苦情対応手続は，すべての苦情及びその救済のために講じられた措置が
EU 加盟国内において記録されるよう定められなければならない（3 条 3 項）。苦情対応
は，SNS 事業者の経営者によって毎月，監督されなければならない。申し立てられた苦
情への対応の組織的停滞は，遅滞なく解消されなければならない。苦情対応を担当する人
員には，SNS 事業者の経営者によって定期的に，少なくとも半年ごとに，ドイツ語によ
る研修とサポートが提供されなければならない（3 条 4 項）。4 条に規定された過料を科す
権限のある行政機関（連邦司法庁）の委託を受けた当局は SNS 事業者の苦情対応手続を
監督することができる（3 条 5 項）。
ｅ）過料規定
　SNS 対策法は，SNS 事業者が前述した報告又は苦情対応の義務を故意又は過失によっ
て果たさなかった場合，秩序違反として過料を科す（4 条 1 項）。
　過料は，次の場合に科される。それは，2 条 1 項 1 文に違反して，報告書が不正確・不
十分だったり，適時に公表されなかった場合（4 条 1 項 1 号），3 条 1 項 1 文に違反して，
苦情対応手続の利用者に対する説明が不正確・不十分だった場合（2 号），3 条 1 項 2 文に
違反して，利用者が苦情対応手続を利用できなかったり，正しく利用できなかった場合

（3 号），3 条 4 項 1 文に違反して，経営者が苦情対応を監督しなかったり，監督が不十分
だった場合（4 号），3 条 4 項 2 文に違反して，苦情対応の組織的停滞が解消されなかった
り，適時に解消されなかった場合（5 号），3 条 4 項 3 文に違反して，苦情対応を担当する
人員の研修又はサポートが行われなかったり，適時に行われなかった場合（6 号），5 条に
違反して，国内送達受取人又は国内受信担当者が任命されていなかった場合である（7
号）。以上の部分は連立与党案に規定されていた。後述の通り，連邦議会によって 5 条に
修正が加えられ，国内刑事当局からの情報提供要請があった場合，48 時間以内に回答す
る SNS 事業者の義務が追加された。これに伴い，この義務に違反した場合も過料を科さ
れることになった（8 号）。
　7 号と 8 号に違反した場合の過料の額は，50 万ユーロ以下，1 号から 6 号に違反した場
合の過料の額は，500 万ユーロ以下である（4 条 2 項）。なお，法人に対して法定の 10 倍
の過料を科すと定める秩序違反法 30 条 2 項 3 文が適用される（4 条 3 項）。このため，
SNS 対策法に違反した場合の過料の最高額は，5000 万ユーロ（1 ユーロ 130 円として 65
億円）である。
　SNS 対策法に定められた秩序違反は，外国で行われた場合も罰することができる（4 条
3 項）。秩序違反法 36 条 1 項 1 号の意味での「管轄行政機関」は，連邦司法庁である（4
条 4 項）。この行政機関が，削除されていない内容が違法であるとの判断を下す場合，当
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該行政機関はまず裁判所にその違法性についての判断を求めなければならない。事件を管
轄するのは，過料決定に対する異議について決定する裁判所である。行政機関が裁判所に
投稿された内容の違法性についての判断を申し立てる際，その申立てに SNS 事業者の見
解を添付しなければならない。裁判所は，この申立てについて，口頭弁論を経ずに決定を
下すことができる。この決定について裁判で争うことはできない。この決定は行政機関を
拘束する（4 条 5 項）。
ｆ）国内送達受取人の任命
　SNS 事業者は，過料手続及び民事裁判手続における送達のために送達受取人を任命し
なければならない。また，国内刑事当局の情報提供要請に対応する国内受信担当者を任命
しなければならない（5 条）。国内送達受取人の設置は，SNS 上の違法な内容に関連して，
SNS 事業者に対する過料手続及び民事裁判がドイツで行われる場合，それに対応する責
任者をドイツ国内であらかじめ任命しておくことを SNS 事業者に義務づけるものである。
また，国内受信担当者は，SNS 上に投稿された違法な内容について，刑事当局が投稿し
た利用者の刑事責任を追及する際，SNS 事業者にドイツ国内にいわば「郵便受け」を設
けておくことを義務づけるものである。連邦議会における修正により，国内刑事当局から
の情報提供要請があった場合，48 時間以内に回答する SNS 事業者の義務が追加された。

（3）SNS対策法に対する批判
　SNS 対策法については，法案審議の段階から，適用対象となる SNS 事業者が高額の過
料をおそれるあまり，また経費を節約するためにも厳密な判断を放棄し，いわゆるオー
バーブロッキング（違法ではない内容の投稿まで安易に削除するようになること）が懸念
されていた。また，削除対象となった投稿を行った利用者の権利・利益が十分に配慮され
ていない，という問題も指摘されていた19。連邦議会における修正で，違法性の判断を規
制された自主規制機関に委ねることで，削除期間の延長が例外的に認められた。しかし，

「明らかに違法」な場合の 24 時間以内の消去義務でさえ，SNS 事業者の大きな負担にな
ることが危惧された。また，表現の自由への萎縮効果との関係では，SNS 対策法が採用
した「違法な内容」という概念について，従来の刑法では用いられてこなかった概念であ
り，その文言と連立与党案の理由付けを手がかりにしても，一義的な解釈は困難だという
批判もあった。それゆえ，この概念を手がかりに過料を科す SNS 対策法は，罪刑法定主
義を定めている基本法 103 条 2 項にも違反するとの指摘もあった20。
　なお，SNS 対策法は，SNS 事業者が違法な内容を削除しなかったことに対して直接に
過料を科してはいない。したがって，萎縮効果をおそれる必要はないという見方もあっ
た 21。しかし，3 条 4 項 2 文に違反して，「苦情対応の組織的停滞」が解消されなかったと
判断された場合には過料が科されることになっており，違法な内容の削除が十分に行われ
ていないことが，苦情対応の組織的停滞という評価を受けるおそれがあるという指摘も
あった 22。

3　2021 年改正

（1）2018年からの運用状況
　2018 年 1 月から SNS 対策法の運用が始まり，同年 7 月に第 1 期（2018 年前期）報告書
がいくつかの SNS 事業者によって公表された。SNS 事業者が，連邦司法庁による制裁を
おそれて過剰に SNS の投稿を削除するのではないかという懸念について，ニュース週刊
誌「デア・シュピーゲル」は，ユーチューブ，ツイッター，フェイスブックの報告書を手
がかりに，事前に心配したほどではなかったと報道した23。その後も SNS 対策法が適用
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される SNS 事業者は半年ごとに報告書を公表しており，連邦司法省，連邦司法庁や研究
者などによる運用の評価も行われてきた 24。
　なお，連邦司法庁は，2019 年 7 月 3 日，フェイスブックの第 1 期報告書を時間をかけ
て検討した結果，フェイスブックが SNS 対策法の義務に違反したとの理由で，200 万ユー
ロ（1 ユーロ 130 円として約 2 億 6000 万円）の過料を科すと発表した 25。連邦司法庁のプ
レスリリースによると，フェイスブックの第 1 期報告書には，SNS 対策法が要求してい
る詳細な情報が記載されていなかった。とくに問題視されたのは，違法情報についての苦
情の数が正確にカウントされていないという点だった。連邦司法庁によると，フェイス
ブック社では通常のコミュニティ規定違反についての苦情窓口と SNS 対策法違反につい
ての苦情窓口が設けられたが，SNS 対策法違反の苦情窓口がわかりにくかったため，苦
情の件数が同時期のユーチューブやツイッターに比べて顕著に少なく，ひいては削除につ
いての報告数も不正確になっており，SNS 対策法が求める苦情対応手続の透明性にも影
響を与えていた。第 1 期において，フェイスブックの報告書 26 によれば，SNS 対策法違
反についての苦情は 1704 件，そのうち 362 件が削除かアクセス制限された。これに対し，
ユーチューブの報告書27 によれば，苦情は約 21 万 5000 件，約 5 万 8000 件（約 27％）が
削除されるか，ドイツ国内からアクセスできないようにされた。ヘイトスピーチや名誉毀
損的表現が多かった。ツイッターの報告書 28 によれば，苦情は約 26 万 4000 件，そのうち
10％程度が削除かアクセス制限された。
　フェイスブックが 2019 年 7 月の過料決定に対して異議を申し立てたため，それから約
2 年間，連邦司法庁との間で静かに交渉が続いていたところ，2021 年 6 月，フェイスブッ
クは異議を取り下げ，過料を支払うことにした。同年 9 月 3 日，フェイスブックが，2019
年 7 月の過料決定だけでなく，2021 年 7 月に下されたもうひとつの過料決定とあわせて，
500 万ユーロ（1 ユーロ 130 円として約 6 億 5000 万円）の過料を連邦司法庁に納付したと
の報道がなされた 29。2020 年 6 月 15 日付けで連邦司法庁が公表した資料によれば，2018
年 1 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日の間に確定した過料決定は 1 件もなかったので，SNS
対策法の効果が疑問視される一因になっていた 30。フェイスブックの過料納付が事実であ
れば，運用の評価にとって重要な出来事といえる。
　なお，2020 年 9 月 9 日，ドイツ連邦政府は，SNS 対策法の施行状況について連邦司法
省がまとめた評価報告書を閣議決定した 31。それによると，① SNS 対策法によって SNS
事業者の苦情処理が明らかに改善され，②いまのところ，いわゆるオーバーブロッキング
が発生したとの手がかりはないとのことだった。また，③さらなる法改正の必要はわずか
であることが確認されたが，苦情対応手続をより利用者フレンドリーにすることや，連邦
司法庁の権限を拡大することなど取り組むべきこともなおあることが明らかになった。た
だし，この評価報告書においては，同年 6 月に成立し，連邦大統領による認証が待たれて
いたヘイトクライム法と，当時，議会で審議中だった SNS 対策法改正法案によってそう
した課題は解決されると考えられていた。
（2）　2021年改正の経緯
　SNS 対策法は，2021 年，ヘイトクライム法と SNS 対策法改正法という 2 つの法律によ
り改正された32。
　このうちヘイトクライム法案 33 は，2020 年 6 月 18 日に連邦議会で可決された 34。同法
は，極右主義思想及びヘイトクライムの撲滅のため，刑法，刑事訴訟法，SNS 対策法な
ど関連するいくつかの法律を改正するものである。SNS 対策法については，民衆扇動的
表現，ナチスのハーケンクロイツの使用，殺人脅迫などの刑法違反の投稿について，連邦
刑事庁への報告と，当該投稿の内容と発信者の IP アドレス（ポート番号を含む）を提供
する義務を SNS 事業者に課すことなどが目指された（ただし，名誉毀損的表現について
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の犯罪はドイツでも親告罪であるため報告対象外とされた）。
　この時期に規制強化が必要だと考えられた背景には，難民支援に前向きな政治家ワル
ター・リュプケ氏暗殺事件（2019 年 6 月），2 人の通行人が射殺された，ハレ市のユダヤ
教シナゴーグ襲撃未遂事件（同年 10 月），ハーナウ市で 9 人が死亡した，人種差別思想か
らの乱射事件（2020 年 2 月）など，極右主義を背景とする犯罪が続いたという深刻な社
会状況があった。
　なお，議会で成立した法律は連邦大統領に認証のために送付される 35。連邦大統領には，
形式・実体の両面について法律の合憲性を審査する権限がある。合憲性に疑いがない場
合，法律は連邦大統領の署名によって認証され公布される。大統領が署名を拒むことはま
れだが，これまでに大統領が署名しなかったという前例もある。大統領府の法務担当者が
ヘイトクライム法の一部の合憲性に疑いをもったため，シュタインマイヤー連邦大統領
は，2020 年 10 月 5 日，連邦政府に対して改善策が講じられるまで署名しないと公式に伝
えた 36。というのも，連邦憲法裁判所が，同年 5 月 27 日，捜査当局の要求による電気通
信事業者からの契約者データ提供を規定する電気通信法 113 条などを違憲とする決定37 を
下しており，それに照らせば，ヘイトクライム法に含まれる類似の規定にも違憲の疑いが
あったからである。
　連邦大統領の求めに応じるため，2020 年 12 月 15 日，連立与党から「契約者データの
提供に関する規律を連邦憲法裁判所 2020 年 5 月 27 日決定の基準に適合させるための法律
案」38 が連邦議会に提出された。連邦参議院や両院調整委員会の審議を経て 2021 年 3 月末
にこの法律が成立した 39。これにより電気通信法だけでなく，ヘイトクライム法に含まれ
る関連規定も改正された。同年 3 月 30 日，これを受けてようやくヘイトクライム法は連
邦大統領によって認証され公布された（一部規定を除き，同年 4 月 3 日施行）40。ヘイトク
ライム法は，SNS 対策法を改正し，SNS による違法な投稿に対する刑事捜査の強化のた
め，SNS 事業者の連邦刑事庁への報告義務を導入した（3a 条）。
　これとは別に，SNS 対策法改正法も 2021 年 6 月に成立した（一部規定を除き，同年 6
月 28 日施行）41。SNS 対策法改正法により，利用者の SNS 事業者に対する権利が強化さ
れ（3b，3c，5 条），権利侵害の場合の発信者情報開示手続が簡素化された。また，違法
投稿についての苦情対応手続をより利用者フレンドリーにすべきことが明文化され（3 条
1 項），SNS 事業者の苦情対応の透明性を高めるために苦情対応状況についての報告書に
記載すべき事項が拡大された（2 条 2 項）。SNS のうちビデオ共有プラットフォームサー
ビスについての規定（3d，3f 条）42，連邦司法庁による柔軟な監督権限行使を可能にする
規定（4a 条），研究のためのデータへのアクセスを改善する規定（5a 条）も新設された。
以下では，そのうち違法投稿対策として重要な改正の概要を示す。
（3）　2021年改正の概要
ａ）ヘイトクライム法によるSNS対策法改正
　ヘイトクライム法による SNS 対策法の主たる改正は，「苦情」の概念定義の新設（1 条
4 項）と，SNS 事業者の連邦刑事庁への報告義務の導入（3a 条）である。これらの規定
の施行日は 2022 年 2 月 1 日とされた。
　「苦情」の概念定義が SNS 対策法 1 条 4 項として新設されたのは，フェイスブックがコ
ミュニティ規定違反とは別に SNS 対策法違反の苦情窓口を設けて，コミュニティ規定違
反についての苦情を，SNS 対策法違反の苦情件数に算入しなかったことに起因している。
この改正により，コミュニティ規定違反の苦情も SNS 対策法にいう苦情にあたることに
なった。
　また，連邦刑事庁への報告義務（3a 条）が導入されたことから，SNS 事業者は，苦情
の対象となった違法な投稿を削除するだけでなく，その投稿が 3a 条 2 項 3 号に列挙され
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た犯罪（刑法 86 条，86a 条，89a 条，91 条，126 条，129 条～ 129b 条，130 条，131 条，
140 条，184b 条，241 条）の構成要件をみたし，かつ，正当化されないと判断した場合，
連邦刑事庁へ報告しなければならない。その際，SNS 事業者は，その投稿の内容と発信
者の IP アドレス（ポート番号を含む）を連邦刑事庁へ提供しなければならない。なお，
SNS 対策法改正法により，SNS 事業者の情報提供義務は，その投稿がなされた日時と発
信者の氏名にも拡大された（3a 条 4 項）。SNS 事業者は，報告対象となった投稿の発信者
に，報告から 4 週間以内に連邦刑事庁への報告について伝えなければならない。ただし，
捜査上の理由などにより連邦刑事庁が発信者への通知を控えるよう命じることがある。
　この報告義務については，立法の段階から，報告の対象が連邦刑事庁であることや，
データ保護法上の問題が指摘されており，2021 年 7 月，フェイスブックとグーグルはそ
れぞれ，この報告義務がデータ保護法，憲法，EU 法に違反するなどとしてケルン行政裁
判所に提訴したとのことである 43。
ｂ）SNS対策法改正法
　①SNS事業者に対する利用者の異議申立制度
　苦情の対象となった投稿が違法か否かについて利用者と SNS 事業者の間で見解の相違
が生じた場合のために，SNS 事業者に対する利用者の異議申立制度が導入された。具体
的には，投稿削除の場合，その内容は保存され，SNS 事業者から苦情申立人と投稿の発
信者に投稿削除が伝えられるとともに，異議申立てが可能であることが案内される（3 条
2 項 5 号）。異議申立制度（3b 条）によれば，投稿削除の場合，その投稿の発信者は SNS
事業者に削除の必要性について再検討を求めることができる。また，苦情を申し立てた投
稿が削除されなかった場合，苦情申立人から SNS 事業者に削除の必要性について再検討
を求めることができる。
　②裁判外の仲裁制度
　利用者と SNS 事業者の間の紛争を裁判外で解決する民間の仲裁制度を創設するための
根拠規定が設けられた（3c 条）。連邦司法庁に，仲裁機関を認証する権限が与えられ，認
証に必要な要件が明文化された。
　③国内送達受取人の権限の明確化
　SNS 対策法によれば，SNS 事業者は，過料手続及び民事裁判手続における送達のため
に送達受取人を任命しなければならない（5 条）。ただし，旧規定では「違法な内容の流
布」に起因する手続においてと定められていたため，裁判実務において，送達受取人の権
限に，削除された投稿の回復を求める手続も含まれるか否かについて意見対立が生じた。
そこで，そのような場合の送達の受け取りも，送達受取人の権限に含まれることが明文化
された。
　④苦情対応手続をより利用者フレンドリーにするための改正
　SNS 事業者のなかには，フェイスブックのように，苦情対応窓口がわかりにくくなっ
ている場合もみられた。このため，SNS 事業者の苦情対応手続をより利用者フレンドリー
にするため，いくつかの文言が 3 条 1 項 2 文に追加され，次のような規定となった。「事
業者は，利用者が違法な内容についての苦情を伝えるため，内容を知覚した場合に

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

簡単に
認識可能で
4 4 4 4 4

，直接にアクセス可能で，簡単に操作可能で
4 4 4 4 4 4 4 4

，かつ常に利用可能な手続を利用
できるようにしなければならない」（傍点部分が，今回の改正により追加された文言であ
る。強調は筆者による。）。
　⑤苦情対応の透明性を高めるための報告義務の拡大
　SNS 事業者による苦情対応の透明性を高めるため，苦情対応状況についての報告書に
記載すべき項目が次の 9 つから 17 に増やされた（2 条 2 項）。
　当初，記載すべきとされていたのは，自己のプラットフォームにおいて可罰的行為を禁
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止するために SNS 事業者がいかなる努力を行っているかについての一般的な説明（1 号），
違法な内容についての苦情を伝達するメカニズムと違法な内容の削除・ブロッキングの判
断基準についての説明（2 号），報告の対象となる期間に申し立てられた違法な内容につ
いての苦情の件数（3 号），苦情対応を担当する人員の組織，人数，専門知識の程度，同
人員のための研修やサポートについて（4 号），SNS 事業者が事業者団体に加盟している
か，その事業者団体に苦情窓口はあるか（5 号），削除などについての判断を準備するた
めに社外の助言を受けた苦情の件数（6 号），報告の対象となる期間に削除に至った苦情
の件数，違法性の判断の期限が例外的に 1 週間を超えた件数，その際，利用者に意見表明
を求めた件数，違法性の判断を自主規制機関に委ねた件数（7 号），苦情の申立てから違
法な内容の削除に至るまでの時間を，「24 時間以内」「48 時間以内」「1 週間以内」「それ
よりも長期間」に分けて明示すること（8 号），苦情申立人及び苦情対象となった内容を
投稿した利用者に，苦情に対する判断について連絡するための措置（9 号）であった。報
告対象となる苦情の件数については，いずれも苦情窓口，利用者，苦情理由ごとの件数を
示さなければならない。SNS 事業者は，件数を統計的に示すだけでなく，対応の仕組み
や運用の実態を明らかにしなければならない。
　2021 年改正で追加されたのは，違法投稿を AI を用いて自動的に認識し削除する手続の
説明，苦情によって申し立てられた違法投稿を削除するための判断における審査の流れ

（違法とコミュニティ規定違反の審査の相互関係），新設された利用者の異議申立制度の運
用状況，苦情件数や削除件数を過去 2 期の数字とともに表で示すこと（もし件数に変化が
生じた場合はその理由を付記すること），SNS 事業者のコミュニティ規定の説明などであ
る。
　⑥連邦司法庁の監督権限の明確化
　SNS 対策法は，連邦司法庁に SNS 対策法違反に対して科される過料についての決定権
限を与えてきたが，新規定（4a 条）により，過料決定の前段階も含め SNS 対策法の諸規
定の遵守について監督権限を有することが明文化された。連邦司法庁は，SNS 事業者が
SNS 対策法の規定に違反したか，違反していると確認した場合，当該事業者に対して必
要な措置を講じる。連邦司法庁は，過料手続に進むことなく，違反行為をやめるよう事業
者に義務づけることができる。連邦司法庁に，過料を科すことなく，柔軟に監督権限を行
使する権限が与えられたことで，批判されてきた SNS 対策法の SNS 事業者に対する萎縮
効果は生じなくなるという指摘もある 44。
　⑦発信者情報開示手続の簡素化
　SNS 対策法が 2017 年に制定された際，テレメディア法が改正され，匿名による違法な
人格権侵害の場合の発信者情報開示制度が導入された。ところが，その後の運用におい
て，裁判所によって SNS 事業者に発信者情報の開示が命じられても，裁判所の決定は発
信者情報開示の許可であり，義務ではないとの理由から SNS 事業者はしばしば開示を拒
否した。このため，人格権侵害の被害者は，SNS 事業者の発信者情報開示義務を確認す
るために裁判でさらに争わなければならなかった。SNS 対策法改正法により，テレメディ
ア法 4 条が改正され，発信者情報開示を認めた裁判所が，同時に発信者情報の開示を義務
づけることができることになった。

4　結びに代えて

　SNS 対策法は，2018 年から SNS 事業者に違法投稿削除義務，その義務を果たすための
苦情対応手続整備義務，苦情対応状況についての報告義務などを課すとともに，連邦司法
庁が秩序違反に過料を科す制度を創設した。2021 年，SNS 対策法は，前年までの運用に
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対する評価に基づき，ヘイトクライム法と SNS 対策法改正法により改正された。
　ヘイトクライム法は，SNS 対策法における「苦情」の概念定義を新設するとともに，
民衆扇動的表現などいくつかの違法な内容が投稿された場合における連邦刑事庁に対する
報告義務，投稿内容と発信者の IP アドレスの提供義務を SNS 事業者に課した（SNS 対
策法改正法によって，提供すべき情報に発信者の氏名と投稿の日時も追加された）。
　SNS 対策法改正法は，違法投稿対策として，① SNS 事業者に対する利用者の異議申立
制度の導入，②裁判外の仲裁制度の根拠規定の新設，③国内送達受取人の権限の明確化，
④苦情対応手続をより利用者フレンドリーにするための改正，⑤苦情対応の透明性を高め
るための報告義務の拡大，⑥連邦司法庁の監督権限の明確化，⑦発信者情報開示手続の簡
素化などを実現した。
　SNS 対策法については，適用対象となる SNS 事業者が高額の過料をおそれるあまり，
厳密な判断を放棄し，苦情の対象となった投稿を必要以上に削除する，いわゆるオーバー
ブロッキングが懸念されてきた。連邦議会与党と連邦政府は，SNS 対策法は一定の効果
をあげているし，いわゆるオーバーブロッキングが発生した手がかりはないとの評価を前
提に，2021 年，対策の効果を高めるとともに，利用者の SNS 事業者に対する権利を強化
するための改正を断行した。ただし，学説には SNS 対策法はあまり効果をあげていない
し，オーバーブロッキングが発生した手がかりも認められるという評価がある 45。そこで
は，2021 年改正によってそのような状況は改善されないと指摘されている。SNS による
民衆扇動的表現を抑止するために SNS 対策法が効果を発揮するか否か，SNS 事業者に課
された義務が憲法や EU 法に違反するとの批判に耐えることができるか否かについては，
引き続き注視する必要がある。
　ドイツでは，一方で，ナチス独裁を生んだ歴史への反省から，民衆扇動的表現規制が刑
法に採用されており，社会状況の変化にあわせて関連する表現規制が拡大され，SNS 対
策法も制定されるなど積極的なヘイトスピーチ対策が講じられている。他方で，連邦憲法
裁判所が自由で民主的な社会にとっての表現の自由の意義を重視しており，過剰な表現規
制に対する歯止めとしての役割を果たしている46。ドイツの民衆扇動罪や SNS 対策法を
他の国が採用するためには，連邦憲法裁判所のような過剰な表現規制に対する実効的な歯
止めを備えている必要がある。
　なお，2020 年 12 月 15 日，欧州委員会は，SNS 対策法とほぼ同じ分野を規律するデジ
タル・サービス法（DSA）の草案を発表した。欧州連合規則としてデジタル・サービス
法が成立したら，EU 法は国内法に対して適用において優位するため，ドイツ SNS 対策
法は適用できなくなる可能性もある。法的安定性を維持するためには，両者の関係を前
もって明らかにしておくことが望ましいと指摘されている 47。
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